[bookmark: _Hlk211865276]日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱

　（趣旨）
第１条　この告示は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組を促進し、地域での経済循環の創造を図るため、日向市（以下「本市」という。）が地域の金融機関等と連携しながら民間事業者等による事業化段階で必要となる経費を対象に日向市地域経済循環創造事業補助金（以下「地域経済循環補助金」という。）を予算の範囲内で交付することに関し、総務省要綱及び補助金等の交付に関する規則（昭和46年日向市規則第８号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(１)　総務省要綱　地域経済循環創造事業交付金交付要綱（平成25年２月27日付け総行政第29号総務大臣通知。令和8年4月1日最終改正）をいう。
(２)　国庫補助事業　総務省要綱に基づき本市が国からの地域経済循環創造事業交付金の交付決定を受けて行う補助事業をいう。
(３)　市単独事業　総務省要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金に準じて、本市が単独事業として行う補助事業をいう。
(４)　融資額等　民間事業者等が地域の金融機関若しくは日本政策金融公庫から受ける融資額、一般財団法人地域総合整備財団の支援を得た地方公共団体から受ける無利子の貸付額、地域活性化ファンドから受ける出資額又は民間クラウドファンディングにより調達された資金の額をいう。
(５)　市税等　日向市税賦課徴収条例（昭和30年日向市条例第17号）に規定する市税及び個人にあっては日向市国民健康保険税条例（昭和33年日向市条例第15号）に規定する国民健康保険税をいう。
(６)　消費税等仕入控除税額　地域経済循環補助金の補助対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第 108 号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和 25年法律第226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額の金額をいう。
（補助対象事業）
第３条　地域経済循環補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、別表第１の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる要件の全てに該当するものとする。
（補助対象経費）
[bookmark: _Hlk194659432]第４条　補助対象経費は、別表第２の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる経費とする。
２　前項の場合において、次に掲げる経費については、補助対象経費としない。
(１)　地域経済循環補助金以外の国の補助金又は交付金の交付対象となっている経費
(２)　前号のほか、補助対象経費として市長が不適当と認める経費
（補助金の額）
第５条　地域経済循環補助金の額は、補助対象経費から次の各号に掲げるものを控除して得た額（以下「計算額」という。）とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(１)　融資額等
(２)　自己資金
(３)　地方公共団体が交付する補助金又は交付金
(４)　その他前各号に掲げるものに類するものと市長が認めるもの
２　前項の規定にかかわらず、地域経済循環補助金の額は、次の表左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる補助上限額を超えてはならない。
	区　　分
	補　助　上　限　額

	国庫補助事業
	(１)　融資額等が計算額と同額以上２倍未満の額の場合　3,000万円
(２)　融資額等が計算額の２倍以上３倍未満の額の場合　4,000万円
(３)　融資額等が計算額の３倍以上４倍未満の額の場合　5,000万円
(４)　融資額等が計算額の４倍以上の額の場合　5,500万円

	市単独事業
	(１)　融資額等が計算額の0.5倍未満の額の場合　200万円
(２)　融資額等が計算額の0.5倍以上同額未満の額の場合　800万円（ただし、広告宣伝費、商品開発費、調査研究費、事業分析・再構築費の合計額における地域経済循環補助金の上限は１事業あたり200万円とする。次号において同じ。）
(３)　融資額等が計算額と同額以上の額の場合　1,500万円


（補助対象者）
第６条　補助対象者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(１)　本市内に店舗、工場、事業所等（以下「店舗等」という。）を有し、又は設けようとする者で、将来に渡って事業継続する意思を有すること。
(２)　第８条に規定する交付申請を行う時点において、市税等の滞納がない者であること。
(３)　地域経済循環補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）又は申請者が法人である場合は当該法人の役員が日向市暴力団排除条例（平成23年日向市条例第23号）第２条第５号に規定する暴力団等に該当しないこと。
（補助対象期間）
第７条 補助の対象期間は、第10条の交付決定を受けた日（以下「交付決定日」という。）から当該交付決定日の属する会計年度（以下「補助年度」という。）の２月末日までとする。ただし、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、補助対象期間を補助年度の翌会計年度の２月末日までとすることができる。
(１)　国庫補助事業に係る対象事業で、国が翌年度への繰越しを認めた場合
(２)　市単独事業に係る対象事業で、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象の影響により補助年度内に補助対象事業の完了が困難になる見込みの場合
(３)　前２号に掲げるもののほか、市長が特に認めた場合
（交付申請）
第８条　申請者は、市長が定める期日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(１)　日向市地域経済循環創造事業補助金交付申請書（様式第１号）
(２)　実施計画書
(３)　初期投資に係る事業内容が分かる書類（見積書の写し、図面等）
(４)　市税完納証明書
(５)　履歴事項全部証明書（個人事業主の場合は開業届）
(６)　役員名簿
(７)　定款、規約等（個人事業主を除く。）
[bookmark: _Hlk200632592](８)　日向市暴力団排除条例に基づく誓約書兼同意書(様式第２号の１又は様式第２号の２)
(９)　その他市長が必要と認める資料
[bookmark: _Hlk199256006]２　前項の申請書を提出するに当たって、当該地域経済循環補助金における消費税等仕入控除税額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
（審査会の設置）
第９条　市長は、次に掲げる事項の審査及び当該審査基準を策定するため、日向市地域経済循環創造事業補助金審査会（以下「審査会」という。）を置くものとする。
(１)　国に申請する地域経済循環創造事業交付金事業の対象事業としての適否に関すること。
(２)　市単独事業に係る地域経済循環補助金の交付の適否に関すること。
２　審査会の組織及び運営については、別に定めるものとする。
（交付の決定）
[bookmark: _Hlk194675174]第10条　市長は、第８条の申請書の提出があった場合には、その内容を審査し、地域経済循環補助金の交付の可否を決定するものとする。ただし、国庫補助事業においては、申請内容を審査し、市長が適当と認めるものについては、総務省要綱に基づく地域経済循環創造事業交付金に係る国の審査を経た上で、地域経済循環補助金の交付の可否を決定するものとする。
[bookmark: _Hlk194675553]２　市長は、前項の規定により地域経済循環補助金の交付の可否を決定したときは、日向市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書（様式第３号。以下「決定通知書」という。）又は日向市地域経済循環創造事業補助金不交付決定通知書（様式第４号）により、申請者に通知するものとする。
３　市長は、第１項の規定により地域経済循環補助金の交付決定をしたときは、地域経済循環補助金の目的を達成するために必要な条件を付すことができる。
（申請の取下げ）
第11条　前条第２項の決定通知書を受けた申請者（以下「補助決定者」という。）は、前条の交付決定の内容に不服があるときには、補助金の交付の決定の日から起算して30日を経過する日までに、申請を取り下げることができる。
２ 申請を取り下げる場合は、日向市地域経済循環創造事業補助金交付申請書（様式第１号）の写し及び日向市地域経済循環創造事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号又は第４号）の写しを添えて日向市地域経済循環創造事業補助金申請取下書（様式第５号）を市長に提出するものとする。
（状況報告）
第12条　補助決定者は、市長から要求があった場合は、事業の遂行状況について遂行状況報告書（様式第６号）を提出するものとする。
（補助事業の変更又は中止）
第13条　補助決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに日向市地域経済循環創造事業計画（変更・中止）承認申請書（様式第７号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(１)　補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経費の10パーセント以内の流用を除く。
(２)　第５条第１項各号に掲げるものについて、その額に変更が生じたとき。
(３)  補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。
ア　補助事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助決定者の自由な創意により、より能率的な補助事業の目的の達成に資するものと考えられる場合
イ　補助事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更である場合
(４)  補助事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。
(５)　補助事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。
２　市長は、前項の提出があったときは、その内容を審査し、日向市地域経済循環創造事業計画（変更・中止）承認（不承認）通知書（様式第８号）により、補助決定者に通知するものとする。
（事業の実績報告）
第14条　補助決定者は、補助対象事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は補助年度の３月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(１)　日向市地域経済循環創造事業実績報告書（様式第９号）
(２)　補助対象経費の支払い実績が分かる書類（契約書、請求書、領収書及び納品書等）の写し
(３)　融資額等を証明する書類（融資契約書等）の写し
(４)　事業の成果が分かる書類（写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等）の写し
(５)　その他市長が必要と認める書類
[bookmark: _Hlk199256399]２　補助決定者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該地域経済循環補助金の消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、補助対象経費から当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
[bookmark: _Hlk199258107]３　補助決定者は、第１項の実績報告書を提出した後に、消費税及び地方消費税の申告により当該地域経済循環補助金の消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額（前項の規定により減額した場合は、その金額が減額した額を上回る部分の金額）を日向市地域経済循環創造事業消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（様式第10号。以下「仕入控除税額報告書」という。）により速やかに市長に報告しなければならない。
（補助金の額の確定）
第15条　市長は、前条第１項の規定により報告があったときは、その内容を審査し、交付すべき地域経済循環補助金の額を確定し、日向市地域経済循環創造事業補助金交付確定通知書（様式第11号）により、補助決定者に通知するものとする。
　（補助金の交付）
第16条　市長は、前条の規定により交付額を確定した後に地域経済循環補助金を交付するものとする。
２　補助決定者は、前条の規定による地域経済循環補助金の額が確定した場合は、日向市地域経済循環創造事業補助金請求書（様式第12号）を市長に提出するものとする。
３　市長は、前項の提出があったときは、その日から30日以内に地域経済循環補助金を交付するものとする。
（財産の管理及び処分）
第17条　補助決定者は、当該地域経済循環補助金により取得した備品、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）については、管理台帳等を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、地域経済循環補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
２　補助決定者は、取得財産等について、取得財産等管理台帳（様式第13号）を備え管理しなければならない。
３　補助決定者は、当該年度に取得財産等があるときは、第14条第１項１号に掲げる実績報告書に取得財産等管理明細表（様式第14号）を添付しなければならない。
４　市長は、補助事業が完了した後も必要に応じて財産の管理状況を確認することができるものとする。
５　補助決定者は、取得財産等のうち、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上のものについて、総務省所管補助金等交付規則（平成12年総理府・郵政省・自治省令第６号）第８条に規定する処分を受ける期間内において、地域経済循環補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。
６　補助決定者は、前項で定める制限期間内において、処分を制限された財産を処分しようとするときは、あらかじめ日向市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書（様式第15号）を市長に提出し、承認を受けなければならない。
７　市長は、前項の規定により、補助決定者が取得財産等の処分をすることにより収入があるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができるものとする。
（関係書類の保存期間）
第18条　補助対象事業に係る書類の保存期間は、補助年度の翌会計年度から起算して５年間とする。ただし、次条第１項の規定による収益納付等に係る書類の保存年限は、当該書類を提出した日の属する会計年度の翌会計年度から起算して５年間とする。
（収益納付等）
第19条　補助決定者は、補助年度の翌会計年度から起算して５年以内の間、補助決定者の会計年度終了後30日以内に、日向市地域経済循環創造事業事業化収益状況報告書（様式第16号）を市長に提出しなければならない。
２　補助決定者は、事業化に係る会計経理を明らかにしなければならない。
[bookmark: _Hlk198194704]３　市長は、総務省要綱第22条に基づき総務大臣から地域経済循環創造事業交付金の全部又は一部に相当する金額の納付命令を受けたときは、当該交付金に基づき地域経済循環補助金を交付した補助決定者に対し、交付した地域経済循環補助金の全部又は一部に相当する額の金銭の納付を命ずることができる。 
４　補助決定者は、補助年度の翌会計年度以降、事業効果を検証することを目的として行われる調査に地域金融機関等の協力のもと、回答しなければならない。
（決定の取消し）
第20条　市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、地域経済循環補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した地域経済循環補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(１)　決定事業を取り止めたとき。
(２)　虚偽の申請その他不正な行為を行ったと認められるとき。
(３)　第３条及び第６条に規定する要件を満たさなくなったと認められるとき。
(４)　第14条第３項の規定の仕入控除税額報告書を提出したとき。
(５)　法令又はこの要綱に違反したとき。
２　前項の規定は、決定した事業について交付すべき地域経済循環補助金の額の確定があった後においても、なお適用する。 
３　市長は、第１項の規定による取消しをしたときは、その旨を日向市地域経済循環創造事業補助金交付決定取消通知書（様式第17号）により当該補助決定者に通知するものとする。
（補助金の返還）
第21条　市長は、前条の規定により地域経済循環補助金の交付の決定を取り消した場合において、すでに地域経済循環補助金が交付されているときは、期限を定めて、地域経済循環補助金の当該取消しに係る額の返還を命じるものとする。
２　市長は、既に補助決定者に補助金を交付している場合において、総務省要綱第17条又は第18条の規定により国から交付された交付金の全部又は一部に相当する額の返還を命ぜられたときは、補助決定者に対し、日向市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書（様式第18号）により交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
３　前項の規定により、返還を命ずることができる額は、補助金の確定額を上限とする。
４　補助決定者は、第2項の規定により補助金の返還を命ぜられたとき（総務省要綱第18条第１項第４号の場合を除く。）は、当該返還の命令がなされた日から20日以内に返還するものとし、当該補助金を受領した日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
５　補助決定者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
６　市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助決定者の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
７　補助決定者は、加算金又は延滞金の全部又は一部の免除を申請しようとするときは、日向市地域経済循環創造事業補助金加算金・延滞金免除申請書（様式第19号）を市長に提出しなければならない。
８　市長は、前項の申請があり、やむを得ない事情があると認め、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除しようとするときは、速やかに補助決定者に通知するものとする。
（勧告・助言等）
第22条　市長は、補助決定者に対し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）その他の法令及びこの告示の施行のため必要な限度において、補助事業の促進を図るため、必要な助言又は勧告をすることができる。
２　市長は、補助決定者に対し、必要があると認めるときは、補助事業を検査し、違反の事実があると認めるときは、その違反を是正するため必要な限度において、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
（立入検査等）
第23条　市長は、地域経済循環補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助決定者に報告させ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
（委任）
第24条　この告示に定めるもののほか、地域経済循環補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　附　則
この告示は、令和８年４月１日から施行する。




別表第１（第３条関係）
	区　　分
	要　　　　　件

	国庫補助事業
	(１)　本市、地域の金融機関等との連携を通じて、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(２)　事業の実施により、本市の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
(３)　他の同様の公共的な地域課題を抱える地方公共団体に対する高い新規性・モデル性があること。
(４)　補助対象経費のうち、民間事業者等が受ける融資額等の総額が第５条に規定する地域経済循環補助金の額と同額以上であり、当該融資は無担保（補助対象事業により取得する財産に抵当権その他の担保権を設定する場合を除く。）の融資であること。この場合において、金融機関等は経営者に対して当該融資に係る民間事業者等の連帯保証人になることを求めてはならない。

	市単独事業
	(１)　本市、地域の金融機関等との連携を通じて、地域の資源と資金を活用した地域密着型の事業であること。
(２)　事業の実施により、本市の負担により直接解決・支援すべき公共的な地域課題への対応の代替となること。
(３)　補助対象者にとってこれまでの取組と異なる新たな事業であること。



（備考）　補助対象事業が２年にわたる事業については、当該補助対象事業を実施する年毎に事業内容、補助対象経費、完了の日等が明確に区別できる場合に限り、それぞれの事業内容を実施する年の補助対象事業とすることができるものとする。

別表第２（第４条関係）
	区　　分
	経　　　　　費

	国庫補助事業
	(１)　施設整備費
事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、
建築工事、修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
(２)　機械装置費
事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及び　　　リース・レンタルに係る経費
(３)　備品費
事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費
(４)　調査研究費
事業の遂行に必要なものとして、補助対象者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費。ただし、補助対象者が直接行う調査研究に係る経費は除く。

	市単独事業
	(１)　施設整備費
　　事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、
修繕及び購入に係る経費。ただし、用地取得費は除く。
(２)　機械装置費
　　事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及び　　　リース・レンタルに係る経費
(３)　備品費
　　事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費
(４)　広告宣伝費
　　事業の遂行に必要な広告・宣伝に係る経費
(５)　商品開発費
　　事業の遂行に必要な商品の開発に係る経費
(６)　調査研究費
　　活用する地域資源の商品化可能性調査、地域内外での需要動向調査、収支計画書及び初期投資計画書のシミュレーション、実施計画書の作成に係る経費
(７)　事業分析・再構築費 
　　事業立ち上げ後に実施するフォローアップ、事業分析・再構築に係る経費






様式第１号（第８条関係）
　年　　月　　日

　日向市長　様

所在
名称
代表者氏名
連絡先  担当者名
電話番号

[bookmark: _Hlk194659985]日向市地域経済循環創造事業補助金交付申請書

　　　年度において日向市地域経済循環創造事業補助金の交付を受けたいので、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第８条の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

１　補助対象事業の名称

２　交付申請額　　　　　　　　　　　　　円

３　補助対象事業の開始（予定）期日
　　　　　　年　　月　　日

４　補助対象事業の完了予定日
　　　　　　年　　月　　日

５　関係書類
(１)　実施計画書
(２)　初期投資に係る事業内容がわかる書類（見積書の写し、図面等）
(３)　市税完納証明書
(４)　履歴事項全部証明書（個人事業主の場合は開業届）
(５)　役員名簿
(６)　定款、規約等（個人事業主を除く。）
(７)　日向市暴力団排除条例に基づく誓約書兼同意書(様式第２号の１又は様式第２号の２)
(８)　その他市長が必要と認める資料

様式第２号の１（第８条関係）
　　年　　月　　日

日向市長　様

所在
名称
代表者氏名　　

誓約書兼同意書（個人用）

私は、私が日向市暴力団排除条例第２条第５号に規定する暴力団等に該当しないことを誓約します。
また、日向市暴力団排除条例に基づき、日向市が暴力団等を利することのないことを確認するため、本書に記載した私の個人情報を警察機関に提供されることに同意します。
















注)　この書面に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき取り扱うものとし、日向市が講じる暴力団排除措置以外の目的には使用しません。


様式第２号の２（第８条関係）
　　年　　月　　日

日向市長　様

所在
名称
代表者氏名　　

誓約書兼同意書（法人用）

　下記に示す者は、日向市暴力団排除条例第２条第５号の暴力団関係者ではないことを誓約します。
　また、本書の記載事項が事実と相違ないこと、本書を日向市に提出すること及び日向市暴力団排除条例に基づき、日向市が暴力団等を利することのないことを確認するため、本書に記載された個人情報を警察機関へ提供することについて同意します。

	役職名
	氏名 (ふりがな)
	生年月日
	同意年月日

	
	
	
	年　　月　　日
	　　　年　月　日

	
	
	
	
	

	
	
	
	年　　月　　日
	　　　年　月　日

	
	
	
	
	

	
	
	
	年　　月　　日
	　　　年　月　日

	
	
	
	
	

	
	
	
	年　　月　　日
	　　　年　月　日

	
	
	
	
	

	
	
	
	年　　月　　日
	　　　年　月　日

	
	
	
	
	



注)　この書面に記載された個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき取り扱うものとし、日向市が講じる暴力団排除措置以外の目的には使用しません。


[bookmark: _Hlk194666388]様式第３号（第10条関係）

　　　第　　　　　号
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　様

日向市長

日向市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書

　　　年　　月　　日付けで交付申請のありました　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金については、下記のとおり交付決定しましたので、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第10条第２項の規定により通知します。

記

１　決定事業の名称


２　交付決定額　　　　　　　　　　　　　円


３　交付決定に付す条件












様式第４号（第10条関係）

[bookmark: _Hlk198137021]　　　第　　　　　号
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　様

日向市長

日向市地域経済循環創造事業補助金不交付決定通知書

　　　年　　月　　日付けで交付申請のありました　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金の交付申請については、審査の結果、不交付が決定されましたので、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第10条第２項の規定により通知します。

記

１　決定事業の名称



２　不交付決定理由


















様式第５号（第11条関係）
　　年　　月　　日

日向市長　様

所在
名称
代表者氏名
連絡先  担当者名
電話番号

日向市地域経済循環創造事業補助金申請取下書

　　　年　　月　　日付けで交付決定のあった　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金の交付申請については、その申請を取り下げたいので、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第11条第２項の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１　事業名



２　申請を取り下げる事由







　（注意）　　日向市地域経済循環創造事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第３号又は第４号）の写しを添付すること。


様式第６号（第12条関係）
　　年　　月　　日

日向市長　様

所在
名称
代表者氏名
連絡先  担当者名
電話番号

日向市地域経済循環創造事業補助金遂行状況報告書

　　　年　　月　　日付けで交付決定のあった　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金の交付申請については、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第12条の規定に基づき、　　　年　　月　　日現在の遂行状況を別紙のとおり報告します。





















様式第７号（第13条関係）

　年　　月　　日

　日向市長　様

[bookmark: _Hlk178275250]所在
名称
代表者氏名

日向市地域経済循環創造事業計画（変更・中止）承認申請書

　　　年　　月　　日付けで交付決定のあった　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金については、下記の理由により当該事業を（変更・中止）したいので、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第13条第１項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

記

　１　決定事業の名称


２　交付決定額　　　　　　　　　　　　　円


３　変更・中止の内容


４　変更を必要とする理由


５　添付書類
　　(１)　日向市地域経済循環創造事業補助金交付決定通知書
　　(２)　変更内容が確認できる書類
　　(３)　その他市長が必要と認める書類


様式第８号（第13条関係）

第　　　　　号
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　様

日向市長

日向市地域経済循環創造事業計画（変更・中止）承認（不承認）通知書

　　　年　　月　　日付けで（変更・中止）申請がありました　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金については、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第13条第２項の規定により、下記のとおり承認（不承認）しますので通知します。


　１　決定事業の名称（変更後）



２　承認（不承認）の理由










様式第９号（第14条関係）
　年　　月　　日

　日向市長　様

所在
名称
代表者氏名
連絡先  担当者名
電話番号　　　　　　　　

日向市地域経済循環創造事業実績報告書

年　　月　　日付けで交付決定のあった　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金については、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第14条の規定により、関係書類を添えて報告します。

記

　１　決定事業の名称

２　交付決定額　　　　　　　　　　　　　円

３　事業の実施状況　　　　
	着手日
	　　　　　年　　　月　　　日

	完了日
	　　　　　年　　　月　　　日



４　確定予定額　　　　　　　　　　円

５　関係書類
(１)　補助対象経費の支払い実績が分かる書類（契約書、請求書、領収書及び納品書　等）の写し
(２)　融資額等を証明する書類（融資契約書等）の写し
(３)　事業の成果が分かる書類（写真、設計図、施設等設置位置図、雇用状況等）の写し
(４)　その他市長が必要と認める書類

様式第10号（第14条関係）
　年　　月　　日

　日向市長　様

所在
名称
代表者氏名
連絡先  担当者名
電話番号

日向市地域経済循環創造事業消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書

１　決定事業の名称

２　交付決定額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

３　交付確定額時における消費税及び地方消費税に
係る仕入控除税額 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

４　消費税額及び地方消費税額の確定に伴う日向市地域経済循環創造事業補助金に
係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額 　　　　　　　　　　　　　　　円

５　返還相当額 （４－３） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 円



注） 別紙として積算の内訳を添付すること。












様式第11号（第15条関係）
第　　　　　号
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　様

日向市長

日向市地域経済循環創造事業補助金交付確定通知書

　　　年　　月　　日付けで報告のありました　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金の事業実績報告書により、下記のとおり補助金額を確定しましたので、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第15条の規定により通知します。

記


１　決定事業の名称



２　交付確定額


















様式第12号（第16条関係）
年　　月　　日

　　　　　　　　　様

申請者　住　　所　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　
（法人にあっては名称及び代表者の氏名）

日向市地域経済循環創造事業補助金請求書

年　　月　　日付け日総政第　　　号により交付確定された　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金について、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第16条第２項の規定に基づき、下記のとおり請求します。

記

１　請求金額　　　　　　　　　　円


　２　口座情報
	金融機関名・支店名
	

	種類・口座番号
	

	口座名義
	

	（フリガナ）
	

















様式第13号（第17条関係）


取得財産等管理台帳


	区分
	財産名
	規格
	数量
	単価
	金額
	取得
年月日
	耐用
年数
	保管
場所
	備考

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	



（注）１　対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）第13条第１号から３号に定める財産、取得価格又は効用の増加価格が地域経済循環創造事業交付金交付要綱第17条第５項に定める処分制限額以上の財産とする。
２　数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 
３ 取得年月日は、検収年月日を記載すること。











様式第14号（第17条関係）


取得財産等管理明細表


	区分
	財産名
	規格
	数量
	単価
	金額
	取得
年月日
	耐用
年数
	保管
場所
	備考

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	



（注）１　対象となる取得財産等は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）第13条第１号から３号に定める財産、取得価格又は効用の増加価格が地域経済循環創造事業交付金交付要綱第17条第５項に定める処分制限額以上の財産とする。
２　数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割して記載すること。 
３ 取得年月日は、検収年月日を記載すること。











様式第15号（第17条関係）
　年　　月　　日

　日向市長　様

所在
名称
代表者氏名
連絡先  担当者名
電話番号

[bookmark: _Hlk198144829]日向市地域経済循環創造事業補助金財産処分承認申請書

　年度日向市地域経済循環創造事業補助金により取得した財産について、下記のとおり処分したいので、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第17条第６項の規定に基づき、申請します。なお、この結果、日向市地域経済循環創造事業補助金の全部又は一部に相当する金額を市において算出され、請求があった場合には、当該金額を期限内に速やかに返還することを約束いたします。

記

１　決定事業の名称 

２　総事業費 

３　交付確定額 

４　処分する施設・設備の名称 

５　処分内容 

６　処分する理由

１　処分する施設・設備の名称の欄には、処分する財産を具体的に記載すること。例えば、施設については、所在地、種類、構造及び床面積並びに申請時における具体的な用途を、設備については、申請時における具体的な用途を記載すること。
２　処分内容の欄には、処分の種類（売却、賃貸等）、処分の相手方（買主、借主等）、処分の対価（売却価格、賃貸料等）等を記載すること。


様式第16号（第19条関係）
　年　　月　　日

　日向市長　様

所在
名称
代表者氏名
連絡先  担当者名
電話番号

日向市地域経済循環創造事業事業化収益状況報告書

年　　月　　日付け日総政第　　　号により交付確定された　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金（以下「決定事業」という。）について、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第19条第１項の規定により、下記のとおり報告します。

記

	補助金の
確定額
	決定事業に係る本年度収益額
	控除額
	本年度までの決定事業に係る支出
	基準納付額
	前年度までの決定事業に係る市への累積納付額
	本年度
納付額
	備考

	（Ａ）
	（Ｂ）
	（Ｃ）
	（Ｄ）
	（Ｅ）
	（Ｆ）
	（Ｇ）
	

	
	
	
	
	
	
	
	



[image: ]
様式第17号（第20条関係）
第　　　　　号
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　様

日向市長

日向市地域経済循環創造事業補助金交付決定取消通知書

　　　年　　月　　日付けで交付決定しました　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金については、交付決定を取り消しましたので、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第20条第３項の規定により通知します。

記

１　決定事業の名称 


２　取消内容 


３　取消理由

















様式第18号（第21条関係）
第　　　　　号
　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　様

日向市長

日向市地域経済循環創造事業補助金返還命令通知書

　　　年　　月　　日付けで交付決定しました　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金について、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第21条第２項の規定に基づき、金　　　　円の返還を命じます。
なお、返還の期限は、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第21条第４項の規定に基づき、この通知の日から20日以内とします。

























様式第19号（第21条関係）
　年　　月　　日

　日向市長　様

所在
名称
代表者氏名
連絡先  担当者名
電話番号

日向市地域経済循環創造事業補助金加算金・延滞金免除申請書

　　　年　　月　　日付けで交付決定（確定）のあった　　年度日向市地域経済循環創造事業補助金について、下記の理由から、日向市地域経済循環創造事業補助金交付要綱第21条第７項の規定に基づき、加算金・延滞金の免除を申請します。


記

１　事業名



２　免除を申請する理由
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